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八王子市解除条件付一般競争入札実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、八王子市が発注する工事の入札のうち、八王子市契約事務規則（昭和

３９年八王子市規則第９号。以下「規則」という。）第５条第１項に規定する特別な資格

を定めて行う入札（以下｢解除条件付一般競争入札｣という。）について、他に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 解除条件付一般競争入札対象の工事は、１件の予定価格が２００万円を超えるも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の性質又は目的が解除条件付一般競争入札に適しない

工事については、解除条件付指名競争入札によることができる。 

 

（公告） 

第３条 解除条件付一般競争入札に付す工事は、市役所前の掲示板において公告するとと

もに、その内容を東京電子自治体共同運営電子調達サービスに掲載するものとする。 

 

（参加資格） 

第４条 解除条件付一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、

次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 

（１）八王子市競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、対象工事と同業種に登録を

行っている者 

（２）対象工事の業種に係る建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に

よる許可を受けている者 

（３）八王子市競争入札等参加有資格者指名停止措置要領（平成７年９月１日施行。以下「指

名停止措置要領」という。）による指名停止を入札参加申請期限日又は開札日に受けてい

ない者 

（４）八王子市の契約からの暴力団等排除措置要綱（平成２３年４月１日施行。以下「暴力

団等排除措置要綱」という。）に基づく入札参加排除措置を入札参加申請期限日又は開札

日に受けていない者 

（５）対象工事の業種に係る 建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受

けており、その有効期限が切れていない者 

（６）既発注工事において不誠実な行為のない者 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が対象工事ごとに特に必要と定める要件を満たして

いる者 

２ 前項第７号に定める参加資格要件の設定において、規則第５条第２項に規定する契約

については、八王子市一般及び指名競争入札業者選定委員会の議を経て決定する。 
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（参加資格の喪失） 

第５条 市長は、入札参加者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、解 

除条件付一般競争入札に参加させてはならない。 

（１）地方自治施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当するに至ったとき。 

（２）指名停止措置要領による指名停止を受けるに至ったとき。 

（３）暴力団等排除措置要綱による入札参加排除措置を受けるに至ったとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、第３条に基づく公告において求めた参加資格要件を満た

さなくなったとき。 

 

（参加資格のない者が行った入札） 

第６条 入札参加資格のない者が行った入札書は、無効とする。 

 

（設計図書の貸与等） 

第７条 市長は、入札参加者に対し、設計図書等を貸与する。 

２ 入札参加者は、設計図書等に疑義が生じたときは、質問をすることができる。 

 

（入札保証金） 

第８条 入札参加者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入

札保証金を免除する。 

 

（入札の実施及び公表等） 

第９条 解除条件付一般競争入札は、電子入札により執行する。 

２ 入札参加者及び入札参加者数の事前公表は行わない。 

３ 入札参加者が２者未満となった場合は、入札を中止することができる。 

４ 入札結果は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスの電子入札サービスにより通

知する。 

５ 入札経過調書は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに掲載する。 

６ 電子入札の実施については、別に定める。 

 

（参加資格要件の審査） 

第１０条 市長は、解除条件付一般競争入札の開札後に、当該入札の落札予定者となった者

から次の書類の提出を求め、第４条第１項各号の参加資格要件について審査する。 

（１）解除条件付一般競争入札参加資格確認申請書 

（２）その他市長が特に必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条に基づく公告において特定建設工事共同企業体によ

る参加を資格要件として求めた場合には、同公告で定めた時期までに、建設工事共同請負

入札参加資格審査申請書、建設共同企業体協定書（甲）及び委任状（共同企業体代表者へ

の委任状）を提出しなければならない。 

３ 市長は、前２項の審査により、参加資格を満たしていないと認めた落札予定者から、そ

の理由について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 
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（落札者の決定） 

第１１条 落札予定者は、前条に定める参加資格要件の審査に合格し、八王子市公正入札調

査委員会が適正な入札であると判断した場合に、落札者となる。 

 

（入札の無効） 

第１２条 落札予定者は、八王子市公正入札調査委員会が不適正な入札であると判断した場

合には、契約締結する権利を解除される。 

２ 前項の場合には、当該入札自体を無効とする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、令和３年（2021 年）４月１日から施行する。 

 

附 則 この要綱は、令和５年（2023 年）１０月１日から施行し、同日以後に公告をす

る解除条件付一般競争入札について適用する。 

 

附 則 この要綱は、令和６年（2024 年）４月１日から施行し、同日以後に公告をする

解除条件付一般競争入札について適用する。 

 

附 則 この要綱は、令和７年（2025 年）４月１日から施行し、同日以後に開札をする

解除条件付一般競争入札について適用する。 

 

附 則 この要綱は、令和７年（2025 年）９月１日から施行し、同日以後に開札をする

解除条件付一般競争入札について適用する。 

 


